
告

示

平成™›年œ月Ÿ日 火曜日 第œ� ›号官 報
〇
法
務
省
告
示
第
百
八
十
七
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の

技
能
実
習
の
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
団
体
の
要
件
を
定
め

る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
法
務
省
令
第
五
十
三
号
）
第
一

条
第
一
号
ト
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
二
年
八
月
十

九
日
法
務
省
告
示
第
四
百
十
九
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
八
日

法
務
大
臣

小
川

敏
夫

第
一
号
中
「
社
団
法
人
日
本
青
伸
会
」
を
「
公
益
社
団

法
人
日
本
青
伸
会
」
に
改
め
る
。

〇
外
務
省
告
示
第
百
六
十
五
号

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日
に
ス
バ
で
、
広
域
防
災
シ

ス
テ
ム
整
備
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の

書
簡
の
交
換
が
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ

た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

広
域
防
災
シ
ス
テ
ム
整
備

計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の

購
入

２

贈
与
額

三
億
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日
ま

で
４

署
名
者

日

本

側

大
嶋
英
一
在
フ
ィ
ジ
ー
大
使

フ
ィ
ジ
ー
側

フ
ラ
ン
シ
ス
・
Ｂ
・
キ
ー
ン
土
木
・
運

輸
・
公
共
事
業
省
次
官

平
成
二
十
四
年
五
月
八
日

外
務
大
臣

玄
葉
光
一
郎

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

一

保
安
林
の
所
在
場
所

北
海
道
中
川
郡
美
深
町
字
泉

二
七
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
字
玉

川
二
六
二
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
北
海
道
庁
及
び
美
深
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
外
務
省
告
示
第
百
六
十
六
号

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
一
日
に
東
京
で
、
洪
水
対
策

支
援
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の

交
換
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

洪
水
対
策
支
援
計
画
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
の
限
度
額

十
五
億
千
万
円

３

贈
与
の
供
与
期
限

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
ま

で
４

署
名
者

日

本

側

黒
木
雅
文
在
カ
ン
ボ
ジ
ア
大
使

カ
ン
ボ
ジ
ア
側

ハ
オ
・
ナ
ム
ホ
ン
副
首
相
兼
外
務
・

国
際
協
力
大
臣

平
成
二
十
四
年
五
月
八
日

外
務
大
臣

玄
葉
光
一
郎

〇
外
務
省
告
示
第
百
六
十
七
号

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ

れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
の
一
部
は
、
同
条
約

第
五
十
八
条
]
の
規
定
に
従
い
、次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
、

そ
の
修
正
は
、平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
、

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
以
降
の
国
際
出
願
日
を
有
す
る

国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
17.1

(bの２)
の
修
正

は
、
国
際
出
願
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
後
の
17.1

(bの２)
の
規

定
に
基
づ
く
期
間
が
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
以
降
に
満

了
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、及
び
34.1
の
修
正
は
、

国
際
出
願
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

以
降
に
国
際
調
査
が
行
わ
れ
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用

す
る
。
ま
た
、
国
際
出
願
日
が
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

よ
り
前
で
あ
る
国
際
出
願
で
あ
っ
て
、
修
正
に
よ
り
削
る

前
の
82.2
ç
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
82.1
è
に
規
定
す
る
証

拠
の
提
出
の
た
め
の
六
箇
月
の
期
間
が
平
成
二
十
四
年
七

月
一
日
以
降
に
満
了
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十

四
年
七
月
一
日
よ
り
前
に
効
力
を
有
し
、
修
正
に
よ
り
削

る
82.2
の
規
定
を
引
き
続
き
適
用
す
る
も
の
と
し
、

82の4.1
は
、

国
際
出
願
日
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

以
降
に

82の4.1
æ
に
規
定
す
る
証
拠
の
提
出
の
た
め
の
六
箇
月

の
期
間
が
満
了
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
八
日
付
け
世
界
知
的
所
有
権

機
関
事
務
局
長
回
章
）

平
成
二
十
四
年
五
月
八
日

外
務
大
臣

玄
葉
光
一
郎

一

17.1
(bの２)
中
「
受
理
官
庁
又
は
」
を
削
り
、「
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
」
の
下
に
「
国
際
出
願
の
国
際
公
開
の
日
前

に
」
を
加
え
、「
入
手
可
能
な
場
合
は
」
を
「
入
手
可
能

で
あ
る
場
合
に
は
」
に
改
め
、「
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法

に
よ
り
」
を
削
り
、「
代
え
る
」
を
「
代
え
て
、
国
際
事

務
局
に
対
し
、
国
際
公
開
の
日
前
に
、
当
該
優
先
権
書

類
を
当
該
電
子
図
書
館
か
ら
入
手
す
る
よ
う
請
求
す

る
」
に
改
め
、
ü
、
@

及
び
後
段
を
削
る
。

二

20.7
ç
中
「
20.6
æ
の
規
定
に
基
づ
く
」
の
下
に
「
通
知

で
あ
つ
て
」
を
加
え
、「
確
認
す
る
書
面
を
、
æ
の
規
定

に
基
づ
く
当
該
期
間
の
満
了
後
で
あ
る
が
」
を
「
確
認

す
る
も
の
の
い
ず
れ
も
æ
の
規
定
に
基
づ
く
期
間
の
満

了
前
に
受
理
官
庁
が
受
理
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い

て
、
当
該
期
間
の
満
了
後
で
あ
る
が
」
に
改
め
、「
場
合

に
は
、」を
削
る
。

三

34.1
è
@

中
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
」
の
下
に
「
、
中

華
人
民
共
和
国
」
を
加
え
、
34.1
ê
中
「
公
用
語
が
」
の

下
に
「
中
国
語
、」を
加
え
、「
そ
の
資
料
に
」の
下
に「
中

華
人
民
共
和
国
、」を
加
え
る
。

四

82.2
を
削
る
。

五

第
八
十
二
規
則
の
三
の
次
に
第
八
十
二
規
則
の
四
と

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
十
二
規
則
の
四

期
間
が
遵
守
さ
れ
な

か
つ
た
こ
と
に
よ
る

遅
滞
に
つ
い
て
の
許

容

82の4.1

期
間
が
遵
守
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
る
遅
滞
に

つ
い
て
の
許
容

æ

関
係
者
は
、
住
所
若
し
く
は
営
業
所
を
有
す
る

地
又
は
滞
在
地
に
お
い
て
戦
争
、
革
命
、
市
民
暴

動
、
同
盟
罷
業
、
天
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

事
由
に
よ
り
、
受
理
官
庁
、
国
際
調
査
機
関
、
補

充
調
査
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
機
関
、
国
際
予
備

審
査
機
関
又
は
国
際
事
務
局
に
対
し
行
為
を
行
う

た
め
の
規
則
に
定
め
る
期
間
が
遵
守
さ
れ
な
か
つ

た
こ
と
及
び
合
理
的
に
で
き
る
限
り
速
や
か
に
適

切
な
措
置
を
と
つ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ç

æ
に
規
定
す
る
証
拠
は
、
æ
に
規
定
す
る
期
間

の
満
了
の
後
六
箇
月
以
内
に
、
場
合
に
応
じ
、
æ

に
規
定
す
る
官
庁
、
機
関
又
は
国
際
事
務
局
に
提

出
す
る
。
æ
に
規
定
す
る
状
況
が
名
あ
て
人
に
と

つ
て
満
足
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
期
間
が

遵
守
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
る
遅
滞
は
、
許
さ

れ
る
。

è

指
定
官
庁
又
は
選
択
官
庁
は
、
遅
滞
を
許
容
す

る
決
定
を
行
う
時
に
、
第
二
十
二
条
又
は
第
三
十

九
条
に
規
定
す
る
行
為
を
既
に
行
つ
た
出
願
人
に

対
し
、
そ
の
遅
滞
の
許
容
を
考
慮
す
る
必
要
は
な

い
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
百
二
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
八
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則

一
一
e

八
（
職
員
の
定
年
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人

事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
八
日人

事
院
総
裁

原

恒
雄

人
事
院
規
則
一
一
e

八
e

二
九

人
事
院
規
則
一
一
e

八
（
職
員
の
定
年
）
の
一
部

を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
一
e

八
（
職
員
の
定
年
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
職
員
の
欄
中
「
拉ら

致
問
題
対
策
本
部
事
務
局
長
代

理
又
は
郵
政
改
革
推
進
室
長
」
を
「
拉
致
問
題
対
策
本
部

事
務
局
長
代
理
又
は
郵
政
民
営
化
推
進
室
長
」に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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